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平成 29 年 6 月 2 日

指定都市社会福祉協議会 会長  殿

社会福祉法人 全国社会福祉協議会

会 長  斎 藤 十 朗

平成 29 年度全社協会長表彰及び感謝 候補者のご推薦について（依頼）

本会事業の推進につきましては、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、標記について、本会表彰規程に基づき実施いたしますので、各区社協、施設関係協議会並

びに民生委員・児童委員協議会等とご調整のうえ、候補者をおとりまとめいただき、下記によりご推薦

いただきますようお願い申しあげます。

候補者のご推薦に際しては、候補者の選考、推薦書記入上の留意点を整理した「推薦事務に関

する Q&A（平成 29 年度版）」を同封しておりますので、内容をご確認いただきますようお願いいたし

ます。また、本表彰事業における個人情報は、事業の特性を踏まえ、別紙のとおり取り扱うこととして

おりますので、よろしくご承知おきくださいますようお願い申しあげます。

記

１．表彰、感謝の区分

（１）民生委員・児童委員功労表彰（表彰規程第２条、第３条）

（２）社会福祉法人・福祉施設功労表彰（表彰規程第２条、第４条）

（３）社会福祉協議会・民間社会福祉団体功労表彰（表彰規程第２条、第５条）

（４）永年勤続功労表彰（表彰規程第２条、第６条）

（５）社会福祉協議会優良活動表彰（表彰規程第２条、第８条）

（６）感謝（社会福祉事業協助者）（表彰規程第 13 条）

２．被表彰者枠数について

別紙をご参照ください。

３．推薦方法

（１）別紙推薦書（様式）によりご推薦ください。

（２）被表彰候補者の推薦は、表彰規程第 16 条の定めにより、都道府県社協会長が行うこととなっ

ております。推薦書の作成および提出のスケジュール等について道府県社協と十分ご調整のう

えお取り計らいください。

（３）推薦書については、貴会にて道府県社協に送付いただき、道府県社協会長の記名・捺印をい

ただいたうえで、本会宛に送付いただきますよう、道府県社協と調整方お願いいたします。

４．候補者選考、推薦書記入に際しての留意事項

（１）推薦要件の詳細等については、 別添「全社協会長表彰 推薦事務に関する Q&A（平成 29

年度版）」をご参照ください。



（２）例年ご提出いただいた推薦書の記入不足等から、確認、追加記入をお願いする案件が多数

発生し、貴社協にもご負担をおかけしております。事務の負担軽減のため、推薦書の記入者向

けに「推薦書記入にあたって特にご留意いただきたいこと」、「記入上のポイント」と「記入例」を同

封いたしましたので、関係団体・施設等に参考資料として、ご提供いただきますようお願いいたし

ます。

５．提出期限

平成 29 年 8 月 3 日（木）必着  ※期限までの提出が難しいときは、事前に事務局までご一報ください。

６．添付の書類（各１部）

（１）全社協表彰規程

（２）全社協会長表彰 推薦事務に関する Q&A（平成 29 年度版）

（３）推薦書（様式１～６）［必要枚数をコピーしてお使いください。］ ※必ず本年度版を使用してください。

７．推薦書様式等のデータ提供について

（１）『推薦書（様式１～６）』等のデータ（Microsoft Excel 形式）が必要な場合は、本会ホームペー

ジ（http://www.shakyo.or.jp/）「都道府県・指定都市社会福祉協議会用サイト」からダウンロー

ドしてご利用ください。

なお、表彰規程や推薦書様式等の貴会ホームページ上への掲載はご遠慮ください。

（２）『推薦事務に関する Q&A』は、都道府県・指定都市社協担当者の業務用として作成しているも

のです。関係団体・施設等への配布はご遠慮ください。

８．平成 29 年度全国社会福祉大会の開催について

（日時）平成 29 年 11 月 22 日（水）13：00～15：00 

（会場）メルパルクホール東京     ※開催案内は、別途送付させていただきます。

９．表彰状等の授与について

・ 受賞者については、全国大会へのご出席を案内申しあげ、同会場において表彰状と記念

品をお渡しすることを原則としています。

・ 上記以外の受賞者については、例年どおり、大会終了後に各都道府県・指定都市社協か

らご伝達いただきたく、よろしくお願い申しあげます。

10．表彰規程について 

現在、表彰規程における厚生労働大臣表彰の重複推薦および永年勤続功労の在職期間

の通算の取り扱いについて、一部改正を予定しております。『推薦事務に関する Q&A』は

本年度版に既に修正を行っておりますので、これに沿ってご推薦いただきますようお願

い申しあげます。なお、改正後の表彰規程については改めてお送りさせて頂きます。 

ご不明な点がございましたら下記問い合わせ先までご連絡くださいますようお願い

いたします。 

【問い合わせ先】社会福祉法人 全国社会福祉協議会 総務部

〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル （担当：梅田、今井、滝沢）

Tel．03(3581)7851 Fax．03(3581)7854 Ｅ-mail： z-soumu@shakyo.or.jp 



（別紙） 

平成 29 年度全社協会長表彰推薦枠数について

１．被表彰者枠数

次頁「平成 29年度全社協会長表彰枠数一覧」のとおり。

永年勤続功労者については枠数の制限（上限）はありません。

なお、社会福祉事業協助者（感謝）については、要件を満たす候補者がいる場合

のみご推薦ください（「推薦事務に関する Q&A」参照）。

２．枠数の算出について

（１）民生委員・児童委員功労者

民生委員・児童委員定数に対して、650名に 1名の割合で算出。

〈算出資料〉「平成 27 年度福祉行政報告例」

（２）社会福祉法人・福祉施設功労者

社会福祉施設職員数（常勤換算職員数）に対して、2,200 名に 1 名の割合で算

出。

〈算出資料〉「平成 27 年社会福祉施設等調査報告」

「平成 27 年介護サービス施設・事業所調査」

         ※ 都道府県・指定都市別従事者数を把握できる最新統計であるた

め、上記を算出資料としています。

（３）社会福祉協議会･民間社会福祉団体功労者

社協関係役職員分 1 名、民間社会福祉団体分 1 名、合計 2 名を基礎とし、都道

府県･郡市区町村社協の役職員数に対して 480名あたり 1名を加算して算出。

〈算出資料〉「平成 27 年度市区町村社会福祉協議会職員状況調査」

「平成 27 年度取り組み課題、予算等に関する調査」

（４）社会福祉協議会優良活動

各都道府県･指定都市につき、1か所。



平成29年度全社協会長表彰枠数一覧

社協名
民生委員・
児童委員功労

社会福祉法人・
社会福祉施設功労

社協・民間社会
福祉団体功労

永年勤続功労 社協優良活動

北海道 17 20 15 1

青森県 6 10 7 1

岩手県 6 9 9 1

宮城県 5 7 11 1

秋田県 6 9 8 1

山形県 5 7 7 1

福島県 7 10 9 1

茨城県 10 15 9 1

栃木県 7 10 6 1

群馬県 7 12 8 1

埼玉県 15 25 13 1

千葉県 12 22 9 1

東京都 18 60 15 1

神奈川県 8 15 6 1

新潟県 6 12 10 1

富山県 4 7 4 1

石川県 5 8 4 1

福井県 3 6 7 1

山梨県 4 5 5 1

長野県 9 13 21 1

岐阜県 8 10 10 1

静岡県 7 11 9 1

愛知県 12 20 14 1

三重県 7 10 12 1

滋賀県 5 7 8 1

京都府 5 8 7 1

大阪府 14 24 10 1

兵庫県 12 19 14 1

奈良県 5 7 6 1

和歌山県 5 6 6 1

鳥取県 3 5 5 1

島根県 4 6 7 1

岡山県 5 8 6 1

広島県 7 10 8 1

山口県 6 8 7 1

徳島県 3 5 5 1

香川県 4 6 5 1

愛媛県 6 8 8 1

高知県 4 6 5 1

福岡県 8 16 9 1

佐賀県 4 6 6 1

長崎県 6 10 8 1

熊本県 6 11 8 1

大分県 5 8 6 1

宮崎県 4 9 7 1

鹿児島県 7 13 9 1

沖縄県 4 9 6 1

札幌市 5 8 5 1

仙台市 3 5 3 1

さいたま市 2 5 3 1

千葉市 2 4 4 1

横浜市 8 16 6 1

川崎市 3 5 4 1

相模原市 2 3 3 1

新潟市 2 5 11 1

静岡市 2 3 5 1

浜松市 3 3 3 1

名古屋市 7 9 4 1

京都市 5 7 4 1

大阪市 7 12 6 1

堺市 2 4 2 1

神戸市 4 7 5 1

岡山市 2 4 2 1

広島市 3 6 2 1

北九州市 3 5 3 1

福岡市 4 7 2 1

熊本市 2 4 2 1

総数 397 670 473 67

　
　
　
枠
　
数
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（平成 29年度版）

（別紙）

全社協会長表彰における個人情報保護の取り扱いについて

１．個人情報の利用目的・利用範囲等について

都道府県・指定都市社協より、県市内関係団体等に候補者の推薦を依頼され

る際には、下記の事項を踏まえ、適切に個人情報をお取り扱いいただきますよ

う、お願いいたします。

①推薦書を通じて知り得た個人情報については、全社協「個人情報の保護に

関する方針（プライバシーポリシー）」に基づき取り扱います。プライバ

シーポリシーは、本会ホームページに掲載しています。

②推薦書に記載された個人情報は、表彰状および記念品への氏名の記載、被

表彰者名簿への記載等、本表彰事業にかかる目的にのみ使用いたします。 

③被表彰者名簿には、被表彰者の都道府県・指定都市、氏名、所属、役職を

記載いたします。同名簿は、全国社会福祉大会の大会資料に収録し、都道

府県・指定都市社協、被表彰者、全国社会福祉大会参加者および大会の後

援団体等関係者に配布します。 

④被推薦者の推薦書は、本会の書類保存基準により保管し、保管期間経過後

は、適切に廃棄処理をします。 

⑤被表彰者（決定者）については、次年度以降の推薦事務において被推薦者

（候補者）が重複して推薦されていないことを確認するために、氏名、生

年月日、所属・役職等必要な事項のみをコンピュータのデータベースに登

録をし、永久保存をします。 

２．被表彰者本人への同意確認について 

  表彰という事業の性格上、個人情報の取得に関して推薦段階での本人通知

及び使用目的への同意確認については困難があります。そこで、表彰の決定

後、貴会を通じて本人への表彰決定の伝達とともに、名簿掲載に関する確認

等をお願いさせていただきたいと存じますので、よろしくご協力のほどお願

いいたします。 

３．関係団体への個人情報保護に関する取り扱いの周知について 

  県市内関係団体、施設等に候補者の推薦を依頼される際には、上記事項を

踏まえ、個人情報の取り扱いに十分ご留意いただきたい旨、周知方ご協力を

お願いいたします。



平成 29 年度全社協会長表彰・全国社会福祉大会関連事務

想定スケジュール
全国社会福祉協議会

日 程 全社協 都道府県（指定都市）社協

6 月上旬 ◇全社協会長表彰推薦依頼送付

8 月 3 日 ◆推薦締切

◇被推薦者名簿作成

◇推薦書記載内容の確認・照会

◆被推薦者名簿の校閲

◆照会事項への回答（推薦書再提出）

10 月上旬

11 月上旬

◇推薦書記載内容の確認終了

◇表彰審査委員会開催

◇受賞者決定

◇都道府県・指定都市社協宛通知

（参加者とりまとめ等依頼）

◇参加券等送付

（都道府県・指定都市社協宛）

◆受賞者名簿の最終校閲

◆大会参加者とりまとめ

◆受賞者名簿掲載可否確認

11 月 22 日 全国社会福祉大会（於：メルパルクホール東京）

12 月中旬 ◇大会欠席者の賞状・記念品送付

（都道府県・指定都市社協宛）

◆欠席者に賞状・記念品を伝達


